
平成10年９月４日付市長決裁 10川健障施第272号 

川崎市障害者福祉施設等整備事業補助金交付要綱

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人等による、川崎市内における障害者福祉施設等の整備事

業に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、障害者福祉

施設等の整備を促進し、もって障害者、障害児及びそれらのものの家族等の福祉の向上を

図ることを目的とする。 

（補助対象事業） 

第２条 この要綱において対象とする事業は、次の各号のいずれかに該当し、かつ市長が適

当と認めた事業（以下「補助対象事業」という。）とする。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第

123 号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条に規定されるサービスのうち、療

養介護（同条第６項）、生活介護（同条第７項）、短期入所（同条第８項）、施設入所

支援（同条第 10 項）、自立訓練（同条第 12 項）、就労移行支援（同条第 13 項）、就

労継続支援（同条第 14項）、就労定着支援（同条第15条）、自立生活援助（同条第 16

条）、共同生活援助（同条第 17 項）、又は相談支援（同条第 18 項）のいずれかの事業

を同法第 29 条第１項の指定を受けて行う事業所又は施設（以下「事業所等」という。）

を整備する事業 

(2) 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第７条第１項に規定される児童福祉施設のう

ち、障害児入所施設で同法第 24 条の２第１項の指定を受けて行う施設、又は児童発達

支援センターで同法第 21 条の５の３第１項の指定を受けて行う施設を整備する事業 

２ 前項の事業所等に付随する、障害者、障害児、及びそれらのものの家族等、並びに地

域、関係機関を総合的に支援するスペース、市民との交流を目的としたスペース等のう

ち、市長が適当と認めたものを整備する事業 

３ その他、市長が必要と認める事業 

（補助対象経費） 

第３条 この補助金の対象経費は、別表１の左欄に規定する整備区分毎に右欄に掲げる経

費とする。 

（補助の申請） 

第４条 この補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交

付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添付して市長あて提出しなければな

らない。ただし、同等の書類を過去に市長あてに提出しており、その内容に変更がない

場合は省略することができる。 

 (1) 事業所要額内訳書（第２号様式） 

 (2) 事業費内訳及び事業計画書（第３号様式） 

 (3) 当該事業収支予算（見込）書の抄本 

 (4) 見積書等補助金の算出に係る書類 

(5) 建物の配置図、平面図、立面図、工事工程表、各部屋面積表及び工事仕様書 

(6) 工事費目別内訳書 



(7) 工事請負契約書案、設計監理契約書案（総事業費に該当が在る場合に限る。） 

(8) 事業費費目別内訳 

(9) 設備等に関する内容、金額等が分かる書類（補助対象に該当が在る場合に限る。） 

(10) その他市長が必要と認める書類 

（補助の決定及び交付の条件） 

第５条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書等の提出があったときは、その内容に

ついて審査し、補助金の交付の可否及び補助金額について決定し、川崎市指令書（第４

号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、交付時期、次の各号及び事項に掲げる交付の条件について、前項の指令書に

より指示するものとする。 

(1) 第７条、第８条、第９条、第11条第８項、及び第19条から第21条に規定する条件 

(2) 前号の規定のほか、市がこの要綱に基づく補助金の交付をうける事業者（以下「補

助金交付事業者」という。）に対して交付する補助金の財源に国費又は県費を充当す

る事業の場合は、前号に掲げる条件のほか、国又は県が国費又は県費を交付するにあ

たり、補助金交付事業者に付すことと定めている条件 

(3) 補助金交付事業者が独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民

間金融機関に対して、補助金の交付を受けて取得し、または効用の増加した財産を担

保に供する場合、財産の処分（抵当権の設定）を完了したときは、１か月以内に抵当

権設定契約書その他必要な書類の写しを川崎市に提出すること、及び、抵当権を実行

に移され補助財産が処分される場合には、既に交付した補助金相当額の全部または一

部を川崎市に納付させることがあることを定める条件 

(4) 補助金交付事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者

から、寄付金等の資金提供を受けてはならない条件。ただし、共同募金会に対してな

された指定寄付金を除く。 

(5) 補助金交付事業者は、所在地または代表者を変更したときは、速やかに文書をもっ

て市長に届け出る条件 

(6) その他、市長が必要と認める条件 

 （補助率等） 

第６条 この補助金の補助率は４分の３とする。ただし、次の各号による場合はこれによ

らない。 

(1) 別表１に規定する改築については、補助率を２分の１とする。 

(2) 別表１その他に規定する「市長が適当と認めた経費」のうち、市有地等に施設整備

を行う場合で、地中障害物の撤去費用等、補助金交付事業者」という。）の責に帰さ

ない事由があり、かつ市長が承認したものについて、市長が必要と認める額を補助す

ることができる。 

(3) 第１号の規定に関わらず、譲渡又は貸付により民設化した事業所等の建替え及び別

表２に規定する旧障害者地域福祉活動ホームについては、十分な資金の積み立てが困

難であることを考慮し、補助率を４分の３とする。 

２ 補助額は別表３に規定する費目ごとに算出した補助基準額に前項に定める補助率を乗

じて得た額の合計額とする。 

３ 前項の規定に関わらず、別表１に規定する改築については、前項で算出した金額に既



存施設の支援費制度開始前の期間における減価償却費に相当する金額の合計額を加えた

額を補助額とする。ただし、この金額は、改築における建設工事費の補助基準額の４分

の１を上限とする。 

４ 前項の減価償却費に相当する金額については、既存施設の各年の残存価格に減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年３月31日大蔵省令第15号）別表第10で定める

定額法による償却率を乗じた額とする。 

５ 第２項又は第３項の規定により算出した補助額については、費目ごとに1,000円未満の

端数が出た場合は切り捨てるものとする。 

６ 補助金交付事業者の行う補助対象事業が２か年度以上にわたり継続する場合には、当

該年度に係る工事の進捗状況、支出額及び着工時期を勘案して市長が定めた額を当該年

度の補助金の額とする。その際、単年度の補助金額に1,000円未満の端数が出た場合は切

り捨てないものとする。 

（補助事業の変更） 

第７条 補助金交付事業者は、補助事業について、次の各号に掲げる事項のいずれかを変

更しようとするときは、補助金に係る事業内容の変更承認申請書（第５号様式）によ

り、あらかじめ市長の承認を得なければならない。 

(1) 経費の配分。なお、建設工事費と設備整備費については、他の経費との配分の変更は

認めないものとする。 

(2) 建物の規模又は構造（事業所等の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除

く。） 

(3) 建物等の用途 

(4) 入所定員又は利用定員 

(5) その他申請内容に著しい変更を生じるもの 

２ 前号の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 事業所要額変更内訳書（前項第１号の場合に限る。）第２号様式を準用。） 

(2) 事業費内訳及び事業計画変更書（第３号様式を準用。） 

(3) その他変更の内容が明らかになる書類 

（補助事業の変更の承認及び通知） 

第８条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容について審査

し、承認の可否について決定し、補助金に係る事業内容の変更承認決定通知書（第６号

様式）により、補助金交付事業者に通知するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止等） 

第９条 補助金交付事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合には、補助金に係る

事業中止・廃止承認申請書（第７号様式）をあらかじめ提出し、市長の承認を得なけれ

ばならない。 

（補助事業の中止又は廃止の承認及び通知） 

第10条 市長は、前号に規定する申請書の提出があった場合は、その内容について審査

し、承認の可否について決定し、補助金に係る事業中止・廃止承認決定通知書（第８号

様式）により、補助金交付事業者に通知するものとする。 

（補助の条件） 

第11条 第５条第１項に規定する補助の決定には、同条第２項に規定するもののほか、次



の条件を付するものとする。 

(1) 補助金交付事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が

困難になった場合には、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報

告してその指示を受けなければならない。 

(2) 補助金交付事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について

は、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その

効率的な運営を図らなければならない。 

(3) 補助金交付事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告によりこの補助金に係る消

費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従わなけれ

ばならない。なお、当該仕入控除税額については、その全部又は一部を川崎市に納付

させることがある。 

(4) 補助金交付事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結する

いかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせる

ことを承諾してはならない。 

(5) 補助金交付事業者が補助事業を行うために締結する契約については、川崎市が行う

契約手続きに準拠しなければならない。 

(6) 補助金交付事業者は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱による補助金

の交付を受ける経費については、これと重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分

金、又は、ＪＫＡ（旧：日本自転車振興会及び旧：日本小型自動車振興会）若しくは

日本財団（旧：日本船舶振興会）の補助金の交付を受けてはならない。 

(7) 補助金交付事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその

従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び

器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年

政令第255号）第14条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に規定する期間を経

過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

(8) 補助金交付事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当

該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了

後10年間保存しておかなければならない。 

(9) 補助金交付事業者は、第８条第１項及び第11条に掲げるもののほか、補助事業の内

容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は前項各号に掲げる条件のほか補助金交付事業者による補助事業に係る工事の発

注、物品及び役務の調達等（以下「工事の発注等」という。）に関し、市内中小企業者

（川崎市補助金等の交付に関する規則（平成13年３月21日規則第７号）第５条第２項に

いう中小企業者及びこれを含む共同企業体。以下同じ。）の受注の機会の増大を図るた

めに、次に規定する条件を付するものとする。 

(1) 補助金の交付決定額が1,000,000円を超え、かつ補助金交付事業者が補助事業に係

る工事の発注等を行う場合において、次のいずれかに該当するときは、市内中小企業

者により入札を行い、又は２者以上の市内中小企業者から見積書の徴収を行わなけれ

ばならないこと。ただし、市長が契約の性質上これらの方法により難いと認める場合

又はその必要がないと認める場合はこの限りではない。 



ア １件の金額が1,000,000円を超えるとき。 

イ その他市長が必要と認めるとき。 

(2) その他市長が必要と認める条件 

（報告の徴収等） 

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助金交付事業者に対し補助事業の進捗状

況等について、調査し、又は報告を徴することができる。 

（補助金の交付等） 

第13条 補助金は設計及び工事の進捗状況等に応じて、実施検査のうえ市長が適当と認め

た場合に交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、補助金の一部を概算払にて支

払うことができる。 

（補助金交付決定の取り消し） 

第14条 市長は、補助金交付事業者又は補助事業が次の各号に掲げる事項のいずれかに該

当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) この要綱に従って補助事業を行わなかったとき。 

 (3) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (4) 補助金の交付決定の内容に適合しないとき。 

 (5) 第５条第２項第３号若しくは第11条規定に違反したとき。 

(6) 補助金交付事業者が自らの責により事業を中止したとき。 

(7) 法人又は法人の代表者が福祉施設運営等にかかる関係法令に違反したとき。 

(8) 第２条第１項に掲げるものである場合であって、法人の設立が認められなかったと

き。 

２ 前項の規定は、第17条の規定による交付すべき補助金の額の確定した後においても適

用するものとする。 

（補助金の返還） 

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事

業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その補助金の

全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

２ 前項の規定は、第17条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときも、同様とする。 

（事業実績報告） 

第16条 補助金交付事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業が完了する前に市

の会計年度が終了したときは、いずれか早い日から起算して30日を経過する日までに、

補助金にかかる事業実績報告書（第９号様式）に次の各号に掲げる書類を添付して、市

長に報告しなければならない。 

(1) 事業所要額精算書（第10号様式） 

 (2) 支出済事業費内訳及び事業実績報告（第11号様式） 

 (3) 発注実績報告書 

(4) 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 

(5) 当該事業収支決算（見込）書の抄本 

(6) 寄付行為の内容が分かる書類（寄付行為がある場合に限る。） 



２ 前項第３号に規定する発注実績報告書については、対象経費のうち、１件の金額

が1,000,000円を超える支出となる案件について記載するものとし、第12条第２項第１号

の規定により市内中小企業者による入札、又は２者以上の市内中小企業者から見積書を

徴収した場合は、結果のわかる書類の写しを添付するものとする。 

３ 補助金交付事業者は、市内中小企業者から見積書を徴収する場合は、市内中小企業者

であることの誓約書を提出させるものとする。ただし、川崎市の競争入札参加資格者有

資格者名簿に登載され地域区分が市内かつ企業規模が中小として搭載されている者、又

は当該補助金交付事業者に対して直近の４月１日以降に記載内容（住所、商号又は名

称、代表者職指名、資本金の額、職員総数）に変更がない誓約書を提出した者を除く。 

４ 第１項第２号に規定する入札（見積り）が行えないことに係る理由書については、第1

2条第２項第１号ただし書きの規定により、市内中小企業者による入札又は２者以上の市

内中小企業者から見積りを徴収し難い事由がある場合に提出するものとする。 

５ 市長は、第１項の実績報告書により補助金の余剰が判明したときは、速やかに余剰金

を返還させなければならない。 

６ 補助金交付事業者は、第１項に規定する補助金にかかる事業実績報告書のほか、事業

費にかかる領収書の写しを、支払完了後速やかに市長に提出するものとする。 

（補助金の額の確定及び通知） 

第17条 市長は、前条第１項に規定する事業実績の報告を受けたときは、審査及び実地検

査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するもので

あるか否かを調査し、適合すると認めたときは、当該年度内の実績に応じて交付すべき

補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書（第12号様式）により、補助金交付事業者

に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第18条 補助金交付事業者は、交付決定に係る補助金を請求するときは、川崎市金銭会計

規則（昭和39年川崎市規則第31号）第82条に規定する請求書を市長に提出するものとす

る。 

（財産の処分） 

第19条 補助金交付事業者は、補助金の交付を受けた補助事業により取得し、効用の増加

した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加価格が単価30万円以上の機械器

具等については、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（財産処分に伴う収入等の納付） 

第20条 市長は、前条の承認を受けて財産処分をすることにより補助金交付事業者に収入

があった場合、又は抵当権を実行に移され補助財産が処分される場合には、既に交付し

た補助金相当額の全部又は一部を市に納付させることができる。 

（財産の管理） 

第21条 補助金交付事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について

は、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、そ

の効率的な運用を図らなければならない。 

（委任） 

第22条 この要綱に定めのない事項については、健康福祉局長が別に定める。 



附 則 

１ この要綱は、平成10年２月１日から施行する。 

２ 障害福祉施設等調査事業補助金交付要綱（平成９年２月１日実施）は廃止する。 

３ この要綱の施行前に開始された障害者福祉施設等の整備事業に対する取扱については

 なお従前の例による。 

（平成29年２月２日川健施第331号・市長決裁） 

(社会復帰棟跡地の整備に係る補助金の額の特例) 

４ 川崎市公的介護施設等整備費補助及び貸付要綱（平成18年３月14日付け17川健高事第8

61号）（以下「介護施設等整備費補助要綱」という。）第２条第１項第２号の規定に基

づく老人短期入所施設を整備する事業に係る補助金の額の規定は、広域型特別養護老人

ホーム（井田リハビリテーションセンター社会復帰棟跡地）に障害者短期入所を併設す

る整備事業に係る補助金の額について準用する。この場合において、介護施設等整備費

補助要綱第２条第１項第２号中「老人福祉法第20条の３に規定する老人短期入所施設を

整備する事業」とあるのは、「障害者総合支援法第５条第８項に規定する短期入所」と

読み替え、介護施設等整備費補助要綱別表４に規定する補助基準額は、「定員１人当た

り3,550,000円」を適用する。 

(本要綱の適用しない規定) 

５ 前項の補助金の額に関する規定により、本要綱第３条、第７条及び第８条第１号は適

用しない。 

附 則 

 この要綱は、平成10年９月７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成13年７月19日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行し、改正後の規則の規定は、令和２年度の予算

に係る補助金等から適用する。 



附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

  （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ 改正日以前より２か年度以上にわたり継続して補助対象事業を行う補助金交付事業

者については、改正日前の規定に基づき手続き等を行うものとする。 



別表１（第３条関係） 

整   備   区   分 対 象 経 費 

創  設 

新たに施設を建設するもの。 測量調査費、地質調査費、環境

影響調査費、建設設計費、工事

監理費、建設工事費、設備整備

費、その他市長が適当と認めた

経費 

増  築 
現在定員の増員を図るため、既存施設

の建て増しをするもの。 

建設設計費、工事監理費、建設

工事費、設備整備費、その他市

長が適当と認めた経費 
改  築 

老朽化等に伴い、既存施設の建て替え

をするもの。 

解  体 
老朽化等に伴い、既存施設の解体をす

るもの。 

解体設計費、解体工事費 

その他 市長が適当と認めた整備事業 市長が適当と認めた経費 

別表２（第６条第１項第３号関係） 

旧障害者地域福祉活動ホーム一覧（令和５年４月時点） 

 事業所名称 事業所住所 

１ むぎの穂 川崎区日進町13－23 

２ どりーむ 幸区南加瀬３－４－７ 

３ すえなが 高津区末長１－３－５ 

４ たちばな 高津区蟹ヶ谷339 

５ あかね 多摩区布田29－30 

６ なしの実 多摩区三田２－3256 

別表３（第６条第２項関係） 

費目 補助基準額 

測量調査費、地質調査費、

環境影響調査費 

当該年度予算額の根拠となった所要額 

建設設計費 当該年度予算額の根拠として算出した建設工事費補助基準

額に３％を乗じて得た額 

解体設計費 当該年度予算額の根拠として算出した解体工事費補助基準

額に３％を乗じて得た額 

建設工事費 当該年度予算単価（実行単価がこれに満たない場合は実行

単価）に 第２条に定める事業に要する面積を乗じて得た

額。 

但し、市長が特に必要と認めた場合は、この額に、市長が

必要と認めた額を加算することができる。 

解体工事費 当該年度予算単価（実行単価がこれに満たない場合は実行単



価）に 解体建物の面積を乗じて得た額。 

但し、市長が特に必要と認めた場合は、この額に、市長が

必要と認めた額を加算することができる。 

工事監理費 建設工事費補助基準額に1.5％を乗じて得た額 

設備整備費 当該年度予算額の根拠となった所要額 

市長が適当と認めた経費 市長が適当と認めた額 

備考 

 １ 上記費用について、実支出額が満たない場合は実支出額を補助基準額とする。 

 ２ 前項において、実際の延べ床面積が前項の規定による延べ床面積見込みに満たない場

合は、実際の延べ床面積を用いて算定する。 



第１号様式（第４条関係） 

補 助 金 交 付 申 請 書

                            年   月  日 

 （あて先）川崎市長 

                   法人(団体)名  

                   代 表 者 名

                   住   所  

                   電 話 番 号

 次により   年度川崎市障害者福祉施設等整備事業補助金の交付を申請しま

す。 

事業の名称

事業の目的

及 び 内 容

交付申請額

算 出 内 訳

経 費 配 分

及 び

財 源 内 訳

完了予定日

 〈添付書類〉 事業計画書・収支予算書・見積書等 

        その他市長が必要と認めるもの 



第２号様式（第４条第１号関係） 

事業所要額内訳書

法人名                 

 施設名                

（単位：円） 

区    分 施設整備事業費 

（Ａ） 

総 事 業 費 

（Ｂ） 

寄 付 金 そ の 他 収 入 予 定 額 

（Ｃ） 

差  引  額  （  Ａ  －  Ｂ  ） 

（Ｄ） 

対 象 経 費 の 実 支 出 予 定 額 

（Ｅ） 

補 助 金 基 準 額 

（Ｆ） 

選 定 額 

（ＤとＥのうちいずれか少ない額） 

（Ｇ） 

補 助 金 基 本 額 

（ＣとＦのうちいずれか少ない額） 

（Ｈ） 

補 助 金 所 要 額 

（Ｇの 1,000円 未 満切り捨て） 



第３号様式（第４条第２号関係） 

事業費内訳及び事業計画書 

１ 事業費内訳書 

  法 人 名                      

  施 設 名                      

  施設所在地                      

区分 費   目 員 数 単  価 金   額 備    考

補

助

対

象

事

業

費

共 通 仮 設 工 事 費

建 築 工 事 費

電 気 設 備 工 事 費

給排水衛生設備工事費

冷 暖 房 設 備 工 事 費

昇 降 機 設 備 工 事 費

浄 化 槽 設 備 工 事 費

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事費

そ の 他 工 事 費

設備整備費（対象分）

工 事 事 務 費

小   計     

補

助

対

象

外

事

業

費

用 地 買 収 費

栽 培 造 成 工 事 費

土 地 造 成 工 事 費

外 構 工 事 費

設備整備費（対象外分）

事 務 雑 費

そ の 他

小   計     

合    計     



２ 事業計画書 

(1) 施設の構造及び規模 

ア 施設種別 療養介護 生活介護 短期入所 施設入所支援 自立訓練 

就労移行支援 就労継続支援 就労定着支援 自立生活援助 

共同生活援助 相談支援 障害児入所施設 

児童発達支援センター 

イ 整備形態 創設 増築 改築 解体 建替定員増 

その他（        ） 

ウ 規模・構造 敷地面積      ㎡／延べ床面積      ㎡ 

        造  階建て 

併設の場合は内訳 

施設種別 床面積 

 ㎡

 ㎡

 ㎡

 ㎡

エ 定員 施設種別 床面積 

 ㎡

 ㎡

 ㎡

 ㎡

(2) 工事の施工方法 

   請負業者名                         

   設計監理者名                        

(3) 施工（予定）期間 

   着工      年   月   日 

   竣工      年   月   日 

(4) 開設（予定）年月日 

           年   月   日



(5) 財源                              円 

   （内訳） 

   ア 公費   市補助金                   円 

           その他（       ）           円 

    イ 借入金                         円 

          （内訳） 

              （       ）           円 

              （       ）           円 

              （       ）           円 

              （       ）           円 

ウ 寄付金その他収入額                   円 

    エ 自己資金                        円 



第４号様式（第５条関係） 

川崎市指令健施第  号 

法人住所 

法人名 

代表者名 

    年  月  日付けで申請のありました、            の

整備に関する   年度川崎市障害者福祉施設等整備事業補助金につきましては、

川崎市障害者福祉施設等整備事業補助金交付要綱に基づき、次の条件をつけて、

円を交付します。 

      年  月  日 

川崎市長 

１ この補助金は、             の施設整備に対して交付するも

のであり、申請の目的以外に支出してはならない。 

２ 補助事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市長の承認を受けな

ければならない。 

 (1) 建物の規模・構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を

除く。） 

 (2) 建物等の用途 

 (3) 入所定員、通所定員 

 (4) その他申請内容に著しい変更を生じるもの 

３ 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければなら

ない。 

４ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場

合には、すみやかに市長に報告して指示を受けなければならない。 

５ 補助事業にかかる事業実績報告は、各年度の事業が終了したとき、または補

助事業が完了する前に市の会計年度が終了したときは、これらの事実があった

日から30日以内に市長に提出するものとする。 

６ 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得

価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械器具等については、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第１項第２号の規定によ

り厚生労働大臣が別に定める期間が経過するまで、市長の承認を受けないでこ

の補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に

供してはならない。 

７ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その



収入の全部又は一部を市に納付させることがある。 

８ 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に

対して、補助金の交付を受けて取得し、または効用の増加した財産を担保に供

する場合、財産の処分（抵当権の設定）を完了したときは、１か月以内に抵当

権設定契約書その他必要な書類の写しを市に提出しなければならない。また、

抵当権を実行に移され補助財産が処分される場合には、既に交付した補助金相

当額の全部または一部を市に納付させることがある。 

９ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後に

おいても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用

を図らなければならない。 

10 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出

について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日（事業

の中止又は廃止の承認を受けた場合には、承認を受けた日）の属する年度の終

了後10年間保管しておかなければならない。 

11 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約に

おいても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承

諾してはならない。 

12 この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書

等寄付金配分金、又は、ＪＫＡ（旧：日本自転車振興会及び旧：日本小型自動

車振興会）若しくは日本財団（旧：日本船舶振興会）の補助金の交付を受けて

はならない。 

13 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、厚生労働省が指定す

る様式により市長に報告しなければならない。なお、自ら消費税及び地方消費

税の申告を行わず、本部等で申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等

の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させるこ

とがある。 

14 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等

の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄

付金を除く。 

15 所在地または代表者を変更したときは、速やかに文書をもって市長に届け出

なければならない。 

16 第１項から第15項までの各項に定めた条件に違反したとき、申請書の記載事

項に虚偽のあったとき等不正が認められた場合及び計画施設の建設が不能とな

った場合には、補助金の交付を取り消すことがある。その際、既に補助金の交

付分がある場合は、その全部又は一部を返還させるものとし、加算金等につい

ては、川崎市補助金等の交付に関する規則による。 

17 補助金の交付予定時期及び金額 

年  月       円      費 



第５号様式（第７条第１項関係） 

川崎市障害者福祉施設等整備事業補助金に係る事業内容の変更承認申請書 

年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

法人名 

代表者名 

法人の所在地 

電話番号 

次のとおり、関係書類を添えて申請します。 

１ 施設名 

２ 設置主体 

３ 事業内容の変更理由 

４ 設置場所 

変更前 

変更後 

５ 規模及び構造 

６ 添付書類 

(1) 事業所要額変更内訳書（第２号様式を準用。） 

（注）当初申請と異なる箇所については、変更前を上段に括弧書きし、変更後を下段に

対応して記入すること。 

(2) 事業費内訳及び事業計画変更書（第３号様式を準用。） 

（注）当初申請と異なる箇所については、変更前を上段に括弧書きし、変更後を下段に

対応して記入すること。 

(3) その他変更の内容が明らかになる書類 



第６号様式（第８条関係） 

川崎市障害者福祉施設等整備事業補助金に係る事業内容の変更承認決定通知書 

川健施第    号 

年  月  日 

           様 

川崎市長          印 

年 月 日付け 川健施第   号で申請のありました川崎市障害者福祉施設等整備

事業補助金に係る事業内容の変更承認について、次のとおり決定しましたので、通知します。 

１ 決定内容 

２ 変更事項 

３ 承認条件 

４ 事業の概要 

(1) 名称 

(2) 設置予定地 

(3) 開設者 

(4) 規模・構造 

(5) 定員 

(6) 工期 



第７号様式（第９条関係） 

川崎市障害者福祉施設等整備事業補助金に係る事業中止・廃止承認申請書 

年   月   日 

（宛先）川崎市長 

申請者 法人名 

代表者名 

法人の所在地 

電話 

次のとおり、関係書類を添えて申請します。 

１ 施 設 名 

２ 設 置 主 体 

３ 事業中止・廃止の理由 



第８号様式（第10条関係） 

川崎市障害者福祉施設等整備事業補助金に係る事業中止・廃止承認決定通知書 

川健施第   号 

年  月  日 

              様 

川崎市長         印 

年 月 日付け 川健施第   号で申請のありました川崎市障害者福祉施設等整

備事業補助金に係る事業中止・廃止承認について、次のとおり決定しましたので、通知しま

す。 

１ 決定内容 

２ 承認の条件 

３ 事業の概要 

(1) 名称 

(2) 設置予定地 

(3) 開設者 

(4) 規模・構造 

(5) 定員 

(6) 工期 



第９号様式（第16条第１項関係） 

年度川崎市障害者福祉施設等整備事業補助金に係る事業実績報告書 

年  月  日 

（宛先）川崎市長 

申請者 法人名 

代表者名 

法人の所在地 

電話 

年  月  日付け 川健施第   号で交付の決定を受けた標記補助金につい

て、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

１ 事業所要額精算書（第10号様式） 

２ 支出済事業費内訳及び事業実績報告書（第11号様式） 

３ 添付書類 

(1) 当該事業収支決算（見込）書の抄本 

(2) 寄付行為の内容が分かる書類（寄付行為がある場合に限る） 

(3) 建物の配置図、平面図、立面図、工程表、各部屋面積表及び工事仕様書 

(4) 工事費目別内訳書 

(5) 工事請負契約書の写し及び設計監理契約書の写し 

(6) 事業費費目別内訳表 

(7) 建築基準法第７条第５項に基づく検査済証の写し 

(8) 検収調書の写し又はそれに代わるもの（該当事業がある場合に限る） 

(9) 建物内外主要部分の写真 

(10) その他必要な書類



第10号様式（第16条第１項関係） 

事 業 所 要 額 精 算 書 

 法人名                 

 施設名                

（単位：円） 

区    分 施設整備事業費 

（Ａ） 

総 事 業 費 

（Ｂ） 

寄 付 金 そ の 他 収 入 予 定 額 

（Ｃ） 

差  引  額  （  Ａ  －  Ｂ  ） 

（Ｄ） 

対 象 経 費 の 実 支 出 額 

（Ｅ） 

補 助 金 基 準 額 

（Ｆ） 

選 定 額 

（ＤとＥのうちいずれか少ない額） 

（Ｇ） 

選 定 額 

（ＣとＦのうちいずれか少ない額） 

（Ｈ） 

補 助 金 所 要 額 

（ Ｇ の 1,000円 未 満 切 り 捨 て ） 



第11号様式（第16条第１項関係） 

支出済事業費内訳及び事業実績報告書 

１ 支出済事業費内訳書 

  法 人 名                      

  施 設 名                      

  施設所在地                      

区分 費   目 員 数 単  価 金   額 備    考

補

助

対

象

事

業

費

共 通 仮 設 工 事 費

建 築 工 事 費

電 気 設 備 工 事 費

給排水衛生設備工事費

冷 暖 房 設 備 工 事 費

昇 降 機 設 備 工 事 費

浄 化 槽 設 備 工 事 費

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事費

そ の 他 工 事 費

設備整備費（対象分）

工 事 事 務 費

小   計     

補

助

対

象

外

事

業

費

用 地 買 収 費

栽 培 造 成 工 事 費

土 地 造 成 工 事 費

外 構 工 事 費

設備整備費（対象外分）

事 務 雑 費

そ の 他

小   計     

合    計     



２ 事業実績報告書 

(1) 施設の構造及び規模 

ア 施設種別 療養介護 生活介護 短期入所 施設入所支援 自立訓練 

就労移行支援 就労継続支援 就労定着支援 自立生活援助 

共同生活援助 相談支援 障害児入所施設 

児童発達支援センター 

イ 整備形態 創設 増築 改築 解体 建替定員増 

その他（        ） 

ウ 規模・構造 敷地面積      ㎡／延べ床面積      ㎡ 

        造  階建て 

併設の場合は内訳 

施設種別 床面積 

 ㎡

 ㎡

 ㎡

 ㎡

エ 定員 施設種別 床面積 

 ㎡

 ㎡

 ㎡

 ㎡

(2) 工事の施工方法 

   請負業者名                         

   設計監理者名                        

(3) 施工予定期間 

   着工      年   月   日 

   竣工      年   月   日 

(4) 開設予定年月日 

           年   月   日



(5) 財源                              円 

   （内訳） 

   ア 公費   市補助金                   円 

           その他（       ）           円 

    イ 借入金                         円 

          （内訳） 

              （       ）           円 

              （       ）           円 

              （       ）           円 

              （       ）           円 

ウ 寄付金その他収入額                   円 

    エ 自己資金                        円 



第12号様式（第17条関連） 

川崎市障害者福祉施設等整備事業補助金交付確定通知書 

川健施第   号 

年  月  日 

              様 

川崎市長        印 

年  月  日付け 川健施第   号で報告のありました川崎市障害者福祉施

設等整備事業補助金に係る事業実績について、審査の結果、次のとおり補助金の交付が確定

しましたので、通知します。 

１ 補助金額         金            円 

２ 交付条件 

３ 事業の概要 

(1) 名称 

(2) 設置予定地 

(3) 開設者 

(4) 規模・構造 

(5) 定員 

(6) 工期 


